
船舶事故調査報告書 

令和５年５月１７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年３月１０日 ０５時３２分ごろ 

発生場所 阪神港神戸第５区 

 神戸和田岬防波堤灯台から真方位１５５°１,０５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３８.６′ 東経１３５°１１.５′） 

事故の概要 練習潜水艦おやしおは、漂泊中、また、漁船住
すみ

吉
よし

丸は、えい
．．

網しな

がら西進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和４年３月１０日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 練習潜水艦 おやしお、２,７５０トン（基準排水量） 

３６０８（艦番号）、防衛省 

Ｂ 漁船 住吉丸、４.８トン 

   ＨＧ３－２６３９７、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 哨戒長、運航２級（防衛省基準） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷艦尾部塗装の剥離 

Ｂ 船首部外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮流 北西約０.１ノット（kn） 

日出時刻：０６時１７分ごろ 

 事故の経過 Ａ船は、艦長ほか約６０人が乗り組み、阪神港神戸第１区入港まで

の時間調整の目的で、阪神港神戸区第１防波堤沖において法定灯火及

び潜水艦標識灯（橙色）を表示して漂泊していた。 

哨戒長は、０５時００分ごろ、操艦指揮者として艦橋頂部で見張員

と目視による周囲の監視に就き、艦首が北方を向いていた０５時１１

分ごろ、右舷方約１,８００ｍにＢ船を視認後、艦内発令所の電測員

からＢ船がＡ船に向けて航行中との報告を受けた。 

哨戒長は、Ｂ船がＡ船に急速に接近する体勢ではなく、Ｂ船がＡ船

を視認して避航すると思ったが、Ｂ船との距離が約５４０ｍまで接近

しても電測員から針路変化が少ないとの報告を受け、Ｂ船がＡ船を視

認していないと思い、携帯信号灯によりＡ船の船体を艦首から艦尾に

かけて照らしたり、Ｂ船船首方に向けて照射したりすることを何度も

繰り返した。 

哨戒長は、Ｂ船が約１８０ｍに接近しても針路の変化が見られない

ので衝突のおそれがあると思い、汽笛を鳴らし、電動推進器を前進に

  



 

して衝突を回避しようとしたが間に合わず、Ａ船の右舷艦尾部とＢ船

の船首部とが衝突した。 

Ａ船は、拡声器及び国際ＶＨＦ無線電話によりＢ船に呼び掛けを行

ったがＢ船から応答はなく、衝突後、Ｂ船が揚網しながらＡ船から離

れて行ったので、Ａ船の損傷状況確認及び１１８番通報を行った。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、底引き網漁の目的で、法定灯火

と緑色の回転灯を表示し、阪神港神戸第５区のポートアイランドと神

戸空港島の間の海域を約３kn の対地速力で西進しながら、０５時１３

分ごろ投網を終えて、えい
．．

網を開始した。 

船長Ｂは、操舵室後方で操船してえい
．．

網中、船首方にオレンジ色の

灯火を認め、船型は分からなかったが阪神港神戸第１区に入港中の船

舶と思い、当該船舶の沖合側を通過するよう、操縦リモコンの操舵ダ

イヤルを少し左に動かした。 

船長Ｂは、その後、船尾甲板部で船首方に背中を向けた体勢で甲板

清掃作業を行っていたところ、衝撃を感じてＢ船の船首部とＡ船とが

衝突したことに気付き、主機を後進に入れるとプロペラが引き綱を巻

き込むおそれがあったので主機を中立として揚網を行い、揚網の反動

でＢ船を後進させた。 

船長Ｂは、揚網後、衝突によるＢ船への浸水等の可能性を考えて神

戸市長田漁港に帰航した。 

船長Ｂは、Ａ船からの携帯信号灯の照射や汽笛の吹鳴には気付かな

かった。 

Ｂ船には、国際ＶＨＦ無線電話が搭載されていなかった。 

分析 Ａ船は、艦首を北方に向け漂泊中、哨戒長が、右舷方からＡ船に向

けて航行中のＢ船を認めた後、Ｂ船がＡ船を視認して漂泊中のＡ船を

避航すると思い漂泊を続けたことから、Ｂ船との距離が約５４０ｍま

で接近しても電測員から針路変化が少ないとの報告を受け、携帯信号

灯によりＡ船の船体を艦首から艦尾にかけて照らしたり、Ｂ船船首方

に向けて照射したり、さらに、衝突の危険を感じて電動推進器を前進

にしたが間に合わず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、えい
．．

網しながら西進中、船長Ｂが、船首方にＡ船の灯火を

認めた際、Ａ船が阪神港神戸第１区に入港中の船舶と思い、Ａ船の沖

合側を通過するよう操縦リモコンの操舵ダイヤルを少し左に動かし、

船首方に背中を向けた体勢で船尾甲板部の清掃作業を続けたことか

ら、Ａ船に向かっていることに気付かず、Ａ船と衝突したものと考え

られる。 

原因 本事故は、夜間、Ａ船が艦首を北方に向け漂泊中、Ｂ船がえい
．．

網し

ながら西進中、哨戒長が、Ｂ船がＡ船を視認してＡ船を避航すると思

い漂泊を続け、また、船長Ｂが、Ａ船が阪神港神戸第１区に入港中の

船舶と思い漂泊中であることに気付かず、船首方に背中を向けた体勢



で船尾甲板部の清掃作業を続けたため、両船が衝突したものと考えら

れる。 

再発防止策 海上自衛隊潜水艦隊では、本事故後、潜水艦隊臨時安全会議を実施

し、潜水艦乗組員等に対し、以下の教育を行った。 

・本事故に関する情報共有 

・海上衝突予防法に基づく十分に余裕のある時機の衝突を避けるた

めの動作 

 Ａ船では、本事故後、乗組員に対し、以下の教育を行った。 

 ・ブリッジ・リソース・マナージメントの観点から、哨戒直内のコ

ミュニケーションやチームワーク向上を図ること。 

・当直員は、哨戒長に対して積極的な進言に心掛けること。 

・当直員は、哨戒長が適切な補佐が得られる環境を構築すること。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・操艦指揮者は、他船の操船者が自船に気付くと思わず、余裕のあ

る時機に他船の進行方向から外れた場所に移動するなど、衝突を

避ける措置を採ること。 

・漁船の船長は、夜間、船舶の灯火を認めた際は、甲板作業など特

定の作業に意識を向けることなく、相手船の船型や体勢を把握し

て適切な見張りを継続すること。 

 


